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【公開番号】特開2015-166002(P2015-166002A)
【公開日】平成27年9月24日(2015.9.24)
【年通号数】公開・登録公報2015-059
【出願番号】特願2015-132875(P2015-132875)
【国際特許分類】
   Ａ６３Ｆ   7/02     (2006.01)
【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成28年1月21日(2016.1.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　開始条件の成立に基づいて識別情報の可変表示を行い、遊技者にとって有利な有利状態
に制御可能な遊技機であって、
　前記開始条件が成立していない識別情報の可変表示について、識別情報の可変表示態様
を決定するための情報を所定の上限記憶数の範囲内で保留情報として記憶可能な保留記憶
手段と、
　前記保留記憶手段に記憶されている保留情報のそれぞれに対応して保留表示を行う保留
表示手段と、
　識別情報の可変表示態様を判定する判定手段と、
　遊技者による動作を検出可能な検出手段と、
　前記検出手段による検出に基づいて、前記判定手段の判定結果に応じて前記保留表示手
段による保留表示を変更する保留表示変更演出を実行可能な保留表示変更演出手段と、
　前記検出手段による検出に基づいて、前記開始条件が成立した識別情報の可変表示態様
を示唆する示唆演出を実行可能な示唆演出手段と、
　前記保留表示変更演出と前記示唆演出とのうち、いずれの演出を実行するかを決定する
演出決定手段とを備え、
　前記検出手段による検出に基づいて実行される演出の演出態様に応じて、前記検出手段
による検出が行われる検出期間の報知態様が異なり、
　前記演出決定手段は、前記保留記憶手段に記憶されている保留情報が特定条件を満たさ
ないときに、前記示唆演出を実行することに決定する、
　ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　開始条件の成立に基づいて識別情報の可変表示を行い、遊技者にとって有利な有利状態
に制御可能な遊技機であって、
　前記開始条件が成立していない識別情報の可変表示について、識別情報の可変表示態様
を決定するための情報を所定の上限記憶数の範囲内で保留情報として記憶可能な保留記憶
手段と、
　前記保留記憶手段に記憶されている保留情報のそれぞれに対応して保留表示を行う保留
表示手段と、
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　識別情報の可変表示態様を判定する判定手段と、
　遊技者による動作を検出可能な検出手段と、
　前記検出手段による検出に基づいて、前記判定手段の判定結果に応じて前記保留表示手
段による保留表示を変更する保留表示変更演出を実行可能な保留表示変更演出手段と、
　前記検出手段による検出に基づいて、前記開始条件が成立した識別情報の可変表示態様
を示唆する示唆演出を実行可能な示唆演出手段と、
　前記保留表示変更演出と前記示唆演出とのうち、いずれの演出を実行するかを決定する
演出決定手段とを備え、
　前記検出手段による検出に基づいて実行される演出の演出態様に応じて、前記検出手段
による検出が行われる検出期間の報知態様が異なり、
　前記演出決定手段は、前記開始条件が成立した識別情報の可変表示態様が特定条件を満
たさないときに、前記保留表示変更演出を実行することに決定する、
　ことを特徴とする遊技機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００１】
　本発明は、パチンコ遊技機等の遊技機に係り、詳しくは、開始条件の成立に基づいて識
別情報の可変表示を行い、遊技者にとって有利な有利状態に制御可能な遊技機に関する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　（１）上記目的を達成するため、本願発明に係る遊技機は、開始条件の成立（例えばス
テップＳ２３１やステップＳ２３５にてＮｏと判定されたことなど）に基づいて識別情報
（例えば特別図柄や飾り図柄など）の可変表示を行い、遊技者にとって有利な有利状態（
例えば大当り遊技状態など）に制御可能な遊技機（例えばパチンコ遊技機１など）であっ
て、前記開始条件が成立していない識別情報の可変表示について、識別情報の可変表示態
様を決定するための情報（例えば特図表示結果決定用の乱数値ＭＲ１や変動パターン決定
用の乱数値ＭＲ３を示す数値データなど）を所定の上限記憶数（例えば「４」など）の範
囲内で保留情報として記憶可能な保留記憶手段（例えば第１及び第２特図保留記憶部１５
１Ａ、１５１Ｂなど）と、前記保留記憶手段に記憶されている保留情報のそれぞれに対応
して保留表示を行う保留表示手段（例えば画像表示装置５の始動入賞記憶表示エリア５Ｈ
など）と、識別情報の可変表示態様を判定する判定手段（例えばステップＳ２１２の入賞
時乱数値判定処理を実行する遊技制御用マイクロコンピュータ１００のＣＰＵ１０３など
）と、遊技者による動作（例えば押下操作など）を検出可能な検出手段（例えばプッシュ
ボタン３１Ｂ、プッシュセンサ３５Ｂなど）と、前記検出手段による検出に基づいて、前
記判定手段の判定結果に応じて前記保留表示手段による保留表示を変更する保留表示変更
演出（例えば保留表示予告など）を実行可能な保留表示変更演出手段（例えばステップＳ
７１０にて操作演出パターンＭＰＢを設定した後に、ステップＳ５５３におけるＹｅｓの
判定に基づきステップＳ５５６の処理を実行する演出制御用ＣＰＵ１２０など）と、前記
検出手段による検出に基づいて、前記開始条件が成立した識別情報の可変表示態様を示唆
する示唆演出（例えばメッセージ予告など）を実行可能な示唆演出手段（例えばステップ
Ｓ７１０にて操作演出パターンＭＰＣを設定した後に、ステップＳ５５３におけるＹｅｓ
の判定に基づきステップＳ５５６の処理を実行する演出制御用ＣＰＵ１２０など）と、前
記保留表示変更演出と前記示唆演出とのうち、いずれの演出を実行するかを決定する演出
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決定手段（例えばステップＳ１６１の保留予告決定処理やステップＳ５２６の操作演出設
定処理を実行する演出制御用ＣＰＵ１２０など）とを備え、前記検出手段による検出に基
づいて実行される演出の演出態様に応じて、前記検出手段による検出が行われる検出期間
の報知態様が異なり、前記演出決定手段は、前記保留記憶手段に記憶されている保留情報
が特定条件を満たさないときに、前記示唆演出を実行することに決定してもよい（例えば
ステップＳ７０３におけるＮｏの判定に基づきステップＳ７０５～Ｓ７０８の処理を実行
する部分など）。
　このような構成によれば、遊技の興趣を向上させることができる。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　（２）上記目的を達成するため、本願発明に係る遊技機は、開始条件の成立（例えばス
テップＳ２３１やステップＳ２３５にてＮｏと判定されたことなど）に基づいて識別情報
（例えば特別図柄や飾り図柄など）の可変表示を行い、遊技者にとって有利な有利状態（
例えば大当り遊技状態など）に制御可能な遊技機（例えばパチンコ遊技機１など）であっ
て、前記開始条件が成立していない識別情報の可変表示について、識別情報の可変表示態
様を決定するための情報（例えば特図表示結果決定用の乱数値ＭＲ１や変動パターン決定
用の乱数値ＭＲ３を示す数値データなど）を所定の上限記憶数（例えば「４」など）の範
囲内で保留情報として記憶可能な保留記憶手段（例えば第１及び第２特図保留記憶部１５
１Ａ、１５１Ｂなど）と、前記保留記憶手段に記憶されている保留情報のそれぞれに対応
して保留表示を行う保留表示手段（例えば画像表示装置５の始動入賞記憶表示エリア５Ｈ
など）と、識別情報の可変表示態様を判定する判定手段（例えばステップＳ２１２の入賞
時乱数値判定処理を実行する遊技制御用マイクロコンピュータ１００のＣＰＵ１０３など
）と、遊技者による動作（例えば押下操作など）を検出可能な検出手段（例えばプッシュ
ボタン３１Ｂ、プッシュセンサ３５Ｂなど）と、前記検出手段による検出に基づいて、前
記判定手段の判定結果に応じて前記保留表示手段による保留表示を変更する保留表示変更
演出（例えば保留表示予告など）を実行可能な保留表示変更演出手段（例えばステップＳ
７１０にて操作演出パターンＭＰＢを設定した後に、ステップＳ５５３におけるＹｅｓの
判定に基づきステップＳ５５６の処理を実行する演出制御用ＣＰＵ１２０など）と、前記
検出手段による検出に基づいて、前記開始条件が成立した識別情報の可変表示態様を示唆
する示唆演出（例えばメッセージ予告など）を実行可能な示唆演出手段（例えばステップ
Ｓ７１０にて操作演出パターンＭＰＣを設定した後に、ステップＳ５５３におけるＹｅｓ
の判定に基づきステップＳ５５６の処理を実行する演出制御用ＣＰＵ１２０など）と、前
記保留表示変更演出と前記示唆演出とのうち、いずれの演出を実行するかを決定する演出
決定手段（例えばステップＳ１６１の保留予告決定処理やステップＳ５２６の操作演出設
定処理を実行する演出制御用ＣＰＵ１２０など）とを備え、前記検出手段による検出に基
づいて実行される演出の演出態様に応じて、前記検出手段による検出が行われる検出期間
の報知態様が異なり、前記演出決定手段は、前記開始条件が成立した識別情報の可変表示
態様が特定条件を満たさないときに、前記保留表示変更演出を実行することに決定しても
よい（例えば図２５に示すステップＳ７３５におけるＮｏの判定に基づきステップＳ７３
８の処理を実行する部分など）。
　このような構成によれば、遊技の興趣を向上させることができる。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【０００９】
　（３）上記（１）または（２）の遊技機において、前記示唆演出手段は、前記示唆演出
による現在の遊技における有利度の示唆として、前記可変表示手段により行われている識
別情報の可変表示に基づいて前記有利状態に制御される可能性を示唆してもよい（例えば
ステップＳ７０９の処理にて図１８（Ｂ）に示すような決定割合でメッセージ予告の有無
が決定される部分など）。
　このような構成においては、示唆演出により有利状態に制御される可能性を示唆するこ
とで、操作手段に対する操作意欲を高めて、遊技の興趣を向上させることができる。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　（４）上記（１）から（３）のうちいずれかの遊技機において、所定の演出変更条件が
成立したときに、通常演出状態とは異なる特別演出状態（例えば特殊予告モードとなる「
夜モード」など）に制御する演出状態制御手段を備え、前記演出決定手段は、前記特別演
出状態において前記特定条件を満たすときに、前記保留表示変更演出または前記示唆演出
のいずれかの演出を実行することに決定してもよい（例えばステップＳ５０３の処理を実
行する部分や、ステップＳ７０７にてＮｏと判定されたときにはステップＳ７０９の処理
を実行する部分など）。
　このような構成においては、特別演出状態において特定条件が満たされるときに、保留
表示変更演出または示唆演出のいずれかの演出が実行されるので、特別演出状態における
遊技者の操作意欲を高めて、遊技の興趣を向上させることができる。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　（６）上記（１）から（５）のうちいずれかの遊技機において、前記可変表示手段とし
て、始動領域のうち第１始動領域を遊技媒体が通過したことに基づいて識別情報の可変表
示を行う第１可変表示手段と、前記可変表示手段として、前記始動領域のうち第２始動領
域を遊技媒体が通過したことに基づいて識別情報の可変表示を行う第２可変表示手段と、
遊技の進行を制御する遊技制御手段と、前記遊技制御手段からの情報に基づいて前記可変
表示手段による可変表示に対応した演出を実行する演出装置を制御する演出制御手段とを
備え、前記遊技制御手段は、前記保留記憶手段が記憶する保留情報が増加したことを認識
可能に保留記憶情報を送信する保留記憶情報送信手段と、前記判定手段による判定結果を
示す判定結果情報を送信する判定結果情報送信手段とを含み、前記演出制御手段は、前記
始動領域のうち前記第１始動領域と前記第２始動領域のいずれを遊技媒体が通過したこと
に基づき保留情報が増加したかを特定可能な保留記憶情報を正常に受信することができな
かった場合に、前記保留表示変更演出手段による前記保留表示変更演出を制限する受信異
常時制限手段を含んでもよい。
　このような構成においては、始動領域を遊技媒体が通過したことに基づく遊技制御手段
からの情報を正常に受信することができなかった場合には保留表示変更演出の実行を制限
するので、可変表示を行う前に実行可能な保留表示変更演出の信頼性が低下することを防
止して、遊技の興趣を向上させることができる。
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